
前
号
ま
で
は
、
こ
の
４
月
に
新
設
さ
れ

た
在
留
資
格
「
特
定
技
能
1
号
・
2
号
」

に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
し
て
き
た
。

今
回
は
以
前
か
ら
運
用
さ
れ
て
お
り
、

一
般
的
に
「
就
労
ビ
ザ
」
と
呼
ば
れ
る
「
就

労
が
可
能
な
在
留
資
格
」
18
種
類
を
紹
介

し
た
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
18
種
類
の
在
留

資
格
に
、
今
回
の
「
特
定
技
能
１
号
・
2
号
」

が
加
わ
り
、
い
わ
ゆ
る
就
労
ビ
ザ
は
全
部

で
19
種
類
と
な
っ
た
。

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
入
管

画：永美 ハルオ

法
）
で
は
、
こ
れ
ら
19
種
類
の
在
留
資
格

ご
と
に
従
事
で
き
る
就
労
活
動
の
範
囲（
職

種
）
を
細
か
く
限
定
し
て
お
り
、
そ
の
範

囲
外
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
固
く
禁
じ
て

い
る
。

範
囲
外
と
な
る
就
労
活
動
を
行
っ
た
場

合
、
外
国
人
本
人
は
資
格
外
活
動
（
不
法

就
労
）
と
な
り
、
就
労
さ
せ
た
雇
用
主
は

不
法
就
労
助
長
と
し
て
処
分
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
だ
。

外
国
人
労
働
者
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る

企
業
は
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
を
避
け
る
た

め
に
、
入
管
法
に
関
す
る
必
要
な
知
識
を

得
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

従
来
の
在
留
資
格
18
種
と
従
事
で
き
る

活
動
は
以
下
の
と
お
り
。

①
外
交
＝
外
国
政
府
の
大
使
、公
使
、総
領

事
な
ど
と
そ
の
家
族
と
し
て
の
活
動

②
公
用
＝
外
国
政
府
の
大
使
館
・
領
事
館

な
ど
の
職
員
な
ど
と
そ
の
家
族
と
し
て

の
活
動

③
教
授
＝
大
学
教
授
や
講
師
な
ど
、大
学

な
ど
で
の
研
究
、研
究
指
導
や
教
育
活
動

④
芸
術
＝
画
家
、作
曲
家
、著
述
家
、そ
の

他
収
入
を
伴
う
芸
術
上
の
活
動

⑤
宗
教
＝
外
国
の
宗
教
団
体
か
ら
派
遣
さ

れ
る
宣
教
師
な
ど
の
布
教
活
動

⑥
報
道
＝
外
国
の
報
道
機
関
か
ら
派
遣
さ

れ
て
行
う
記
者
、カ
メ
ラ
マ
ン
な
ど
の
報

道
活
動

⑦
経
営
・
管
理
＝
企
業
の
経
営
者
、管
理
者

と
し
て
の
活
動

⑧
法
律
・
会
計
業
務
＝
外
国
法
事
務
弁
護

士
、外
国
公
認
会
計
士
、弁
護
士
、公
認

会
計
士
な
ど
の
活
動

⑨
医
療
＝
医
師
、歯
科
医
師
、薬
剤
師
、看

護
師
、准
看
護
師
な
ど
の
医
療
活
動

⑩
研
究
＝
研
究
者
と
し
て
の
活
動

⑪
教
育
＝
小
中
高
校
そ
の
他
の
教
育
機
関

に
お
け
る
教
職
活
動

⑫
技
術
・
人
文
知
識
・
国
際
業
務
＝
シ
ス
テ

ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
な
ど
の
技
術
開
発
、設
計

者
な
ど
の
理
学
・
工
学
・
そ
の
他
自
然
科

学
の
技
術
の
分
野
で
行
う
活
動
ま
た
は

企
画
、財
務
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、営
業
、

通
訳
、翻
訳
な
ど
の
国
際
業
務
を
含
め

た
人
文
知
識
の
分
野
で
行
う
活
動

⑬
企
業
内
転
勤
＝
外
国
の
親
・
子
会
社
ほ

か
関
連
会
社
な
ど
か
ら
派
遣
さ
れ
て
行

う
転
勤
者
と
し
て
の
活
動

⑭
興
行
＝
歌
手
、ダ
ン
サ
ー
、俳
優
、フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
モ
デ
ル
、プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な

ど
興
行
に
関
す
る
活
動

⑮
技
能
＝
外
国
料
理
の
調
理
師
、パ
イ
ロ
ッ

ト
、各
種
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者
、航
空
機
の

操
縦
士
、貴
金
属
な
ど
の
加
工
職
人
な

ど
と
し
て
の
活
動

⑯
技
能
実
習
1
号
・
2
号
・
3
号
＝
技
能
実

習
1
号
、2
号
、3
号
と
し
て
の
活
動

⑰
高
度
専
門
職
1
号
・
2
号
＝
高
度
な
専

門
能
力
を
有
す
る
人
材
と
し
て
認
定
さ

れ
て
行
う
活
動

⑱
介
護
＝
日
本
の
介
護
福
祉
士
の
資
格
を

取
得
し
行
う
介
護
士
、ま
た
は
介
護
の

指
導
を
行
う
活
動

上
述
の「
就
労
が
可
能
な
在
留
資
格
」
を

取
得
す
る
に
は
、
外
国
人
本
人
が
入
管
法

で
個
々
の
資
格
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
学
歴

や
職
歴
を
含
む
細
か
い
要
件
を
満
た
し
て

い
る
必
要
が
あ
り
（
外
交
・
公
用
・
教
授

な
ど
の
在
留
資
格
は
除
く
）、
雇
用
主
は
要

件
を
満
た
さ
な
い
外
国
人
を
雇
用
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
雇
用
主
で
あ
る

企
業
に
も
、
入
管
法
が
規
定
す
る
「
事
業

の
適
正
性
・
安
定
性
・
継
続
性
」
と
い
う

基
準
を
満
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

基
準
の
詳
細
に
つ
い
て
は
紙
面
の
都
合

上
、
割
愛
す
る
が
、
要
す
る
に
外
国
人
を

雇
用
し
よ
う
と
す
る
企
業
に
対
し
て
は「
違

法
・
不
法
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
か
」、「
外

国
人
に
日
本
の
労
働
者
と
同
等
の
適
正
な

給
与
を
支
払
う
か
」、「
社
会
保
険
料
な
ど

の
負
担
を
し
、
そ
の
う
え
で
長
期
間
、
継

続
的
に
雇
用
す
る
使
用
者
責
任
を
負
う
こ

と
が
で
き
る
か
」、「
短
期
間
で
倒
産
・
廃

業
し
て
雇
用
し
た
外
国
人
を
簡
単
に
放
り

出
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
観

点
（
基
準
）
か
ら
審
査
が
な
さ
れ
る
。
基
準

を
満
た
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
雇

用
す
る
外
国
人
に
対
し
て
就
労
ビ
ザ
が
許

可
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
外
国
人
本
人
お
よ
び
雇
用

主
と
も
に
、
そ
う
し
た
基
準
を
満
た
し
て

い
る
必
要
が
あ
り
、
一
方
が
基
準
を
満
た

し
て
い
な
い
場
合
、
就
労
ビ
ザ
は
許
可
さ

れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
学
歴
や
職
歴
な
ど
の
取
得

要
件
を
満
た
し
た
外
国
人
で
あ
っ
て
も
、

入
社
を
予
定
し
て
い
る
企
業
の
決
算
が
赤

字
続
き
で
あ
る
場
合
な
ど
は
事
業
の
安
定

性
・
継
続
性
の
観
点
か
ら
就
労
ビ
ザ
が
許

可
さ
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
の
だ
。

従
来
の
就
労
可
能
な
在
留
資
格
は

専
門
的
・
技
術
的
分
野
が
主

新
設
の「
特
定
技
能
」を
加
え

就
労
ビ
ザ
は
計
19
種
類
に

外
国
人
・
雇
用
主
双
方
に

求
め
ら
れ
る
厳
格
な
基
準

社
労
士
・
行
政
書
士

若
松
絵
里
の

「
外
国
人
労
働
者
と
共
生
す
る
」③

わかまつ えり
法務省届出済申請取次行政書士・
外国人技能実習監理責任者・社会
保険労務士。2005年「若松社労
士・行政書士事務所」開設。主な
取り扱い業務は外国人の就労ビザ
申請業務。近著は『中小企業のた
めの外国人雇用マニュアル』。

従
来
の
在
留
資
格
18
種
と
は
？
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